
（件名）　関越自動車道　都幾川橋耐震補強工事

№ 質問箇所 質　問　事　項 回　　　　答

1

金抜設計書　番号８
落橋防止構造
　Ｐ１－２６０２（２００）

・都幾川橋の設計図８９、１０１／１９４及び、数量計算書Ｐ．２－５
９、Ｐ．２－１９４においては、下部工ブラケットのアンカーボルト数量
について
・上り線A２橋台　下部工ブラケット２基　Ｄ５１　１２本／基　・・・
計２４本
・下り線A２橋台　下部工ブラケット２基　Ｄ５１　１２本／基　・・・
計２４本
合計４８本と考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。

そのとおりお考え下さい。

2

金抜設計書　番号９
落橋防止構造
　Ｐ１－２８７３（３００）

・都幾川橋の設計図８２、９４／１９４及び、数量計算書Ｐ．２－５７、
Ｐ．２－１９２においては、下部工ブラケットのアンカーボルト数量につ
いて
・上り線A１橋台　下部工ブラケット２基　Ｄ５１　１２本／基　・・・
計２４本
・下り線A１橋台　下部工ブラケット２基　Ｄ５１　１２本／基　・・・
計２４本
合計４８本と考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。

そのとおりお考え下さい。

3

金抜設計書　番号１１
落橋防止構造
　アンカー工
（φ６１×Ｌ７７５・水平方向）

・都幾川橋上下線A１橋台及びA２橋台の下部工ブラケットのアンカーボル
ト削孔数量について
・上下線A１橋台　４８本
・上下線A２橋台　４８本
合計９６本となりますが、金抜き設計書の数量は２４本です。どちらの数
量で計上すべきかご教示願います。

設計図面に記載の通り、合計９６本のうち、７２本
は支承取替工に含まれるため、２４本とお考え下さ
い。

4

金抜設計書　番号１８
支承取替工
　Ｅ－１６６１（８２７）

・都幾川橋の設計図３９、５５／１９４においては、Ｄ５１のアンカーボ
ルト数量について
・上り線A２橋台　「本支承取替に含まれる施工　削孔１８本　アンカー
筋１８本」
・下り線A２橋台　「本支承取替に含まれる施工　削孔１８本　アンカー
筋１８本」
と記載してあります。
１８本の数量について以下の①～③のどちらの考え方が正しいでしょう
か。
　①支承取替の１基当たりのアンカーボルト数量。１０基の場合１０×１
８＝１８０本となります。
　②上り線（又は下り線）全体の数量。上り線と下り線を合わせると２×
１８＝３６本となります。
　③単価表_８と１１　落橋防止構造に含まれるため、０計上となりま
す。

② にてお考え下さい。

質問書に対する回答



5

金抜設計書　番号２７
支承取替工
　Ｅ－４４７１（４４１９）

・都幾川橋の設計図２６、４２／１９４においては、Ｄ５１のアンカーボ
ルト数量について
・上り線A１橋台　「本支承取替に含まれる施工　削孔１８本　アンカー
筋１８本」
・下り線A１橋台　「本支承取替に含まれる施工　削孔１８本　アンカー
筋１８本」
と記載してあります。
１８本の数量について以下の①～③のどちらの考え方が正しいでしょう
か。
　①支承取替の１基当たりのアンカーボルト数量。１０基の場合１０×１
８＝１８０本となります。
　②上り線（又は下り線）全体の数量。上り線と下り線を合わせると２×
１８＝３６本となります。
　③単価表_９と１１　落橋防止構造に含まれるため、０計上となりま
す。

「金抜設計書　番号２７支承取替工　Ｅ－４４７１
（４４１９）」ではなく、「金抜設計書　番号２０
支承取替工　Ｅ-１７６０（１２９２）A1橋台（10
基）」については、② にてお考え下さい。

6

金抜設計書　番号２２、２３
支承取替工
　Ｅ－４０２７（３４５６）
　Ｅ－４０２７（４０９９）

・都幾川橋　上下線　P１橋脚の削孔アンカーの注入材について、都幾川
橋の数量計算書　０２.上部工補強工数量計算書Ｐ．２－３には数量が表
示されていないが、P.2-32の計算のように49.74㎏を計上すればよろしい
でしょうか。ご教示願います。

Ｐ１橋脚の削孔アンカーの注入材の数量は49.74kgを
想定しております。

7

金抜設計書　番号４３
撤去設置工
　じゃかご工 φ４５ｃｍ・　４.

 ０ｍ・１０ｃｍ

・既設じゃかご工の鉄線かごを撤去した後の処分については、スクラップ
（鉄くず）ヘビーＨ１と考えればよろしいでしょうか。異なる場合は処分
の名目をご教示願います。

スクラップ（鉄くず）Ｈ２を想定しております。

8

金抜設計書　番号４６
仮設防護柵工
　設置・撤去

・仮設防護柵の材料運搬について、以下のように２箇所で記載がありま
す。
①　特記仕様書　２４－１８－２　種別の区分内容においては、「仮設防
護柵工に使用する材料の搬入及び返却時の運搬費…を含むものとする」。
　そして、２４－１８－６　支払（１）においても、「仮設防護柵及び目
隠し板の・・・搬入及び返却時の運搬費・・・を含むものとする」の記載
があります。
②　割掛対象表参考内訳書　【共通仮設費】　仮設材運搬費の内訳におい
ては、仮設防護柵（リース材部）の運搬費用が含まれています。

①特記仕様書と、②割掛対象表参考内訳書の運搬費は別物と考えて、両方
にも計上するのでしょうか。異なる場合はどちらに計上するかご教示願い
ます。

仮設防護柵（リース材）の運搬費用については割掛
対象項目を計上するものとお考え下さい。


